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少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月

二
四
日
の
通
達
（
２
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

　
　
　

は
し
が
き

　
　
　
　

少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
の
通
達

　
　
　
　

序
論

　
　
　
　

Ⅰ
―
被
拘
禁
少
年

　
　
　
　

Ⅱ
―�

少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
ま
た
は
少
年
区
画
へ
の
若
年
成
人
の

例
外
的
据
置
（
以
上
、
八
五
巻
二
号
）

　
　
　
　

Ⅲ
―
被
拘
禁
少
年
に
働
き
か
け
る
者

　
　
　
　

Ⅳ
―
拘
禁
体
制

　
　
　
　
　

４
・
３
・
３　

少
年
の
仕
事
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
以
上
本
号
）

　
　
　
　

Ⅴ
―
出
所
計
画
の
準
備
及
び
刑
の
修
正

　
　
　
　

Ⅵ
―
被
拘
禁
少
年
に
適
用
さ
れ
る
懲
戒
体
制

（86－１－169）

Ⅲ　

被
拘
禁
少
年
に
働
き
か
け
る
者

３
・
１
―
学
際
的
チ
ー
ム

刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
三
条
は
、
行
刑
機
関
の
チ
ー
ム

と
少
年
司
法
保
護
局
の
チ
ー
ム
と
の
間
の
恒
常
的
な
有
機
的
連
携
の

基
本
方
針
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
典

第
D.
五
一
四
条
は
、
各
施
設
に
お
い
て
、
学
際
的
チ
ー
ム
が
、
拘
禁

さ
れ
て
い
る
少
年
に
対
し
介
入
す
る
諸
機
関
の
代
表
者
を
招
集
す
る

こ
と
を
規
定
す
る
。
各
機
関
の
介
入
に
お
け
る
一
貫
性
を
担
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
諸
機
関
は
、
情
報
を
相
互
に
共
有
し
、
ま
た
、

少
年
の
利
益
の
た
め
に
諸
機
関
の
活
動
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
る
と
い
う
作
業
は
、

職
業
上
の
独
自
性
及
び
各
機
関
の
倫
理
を
尊
重
す
る
学
際
性
の
構
築

を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
１
・
１
―
学
際
的
チ
ー
ム
の
構
成
及
び
権
限

ａ
―
構
成

学
際
的
チ
ー
ム
は
、
施
設
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
り
主
宰
さ

れ
る
。
当
該
チ
ー
ム
は
、
被
拘
禁
少
年
に
対
し
て
介
入
す
る
諸
機
関

の
代
表
者
か
ら
な
る
。

常
任
構
成
員
：
施
設
長
ま
た
は
副
施
設
長
、
監
視
職
員
の
代
表
者
、
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少
年
司
法
保
護
局
の
管
理
職
ま
た
は
委
任
を
受
け
た
管
理
職
、
及

び
、
教
育
機
関
の
代
表
者
、
国
民
公
教
育
の
代
表
者
。

臨
時
構
成
員
：
少
年
の
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
提
供
し
う
る
者
が

問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
必
要
な
限
り
で
、
施
設
長
に
よ

り
学
際
的
チ
ー
ム
に
参
加
す
る
よ
う
招
請
さ
れ
う
る
。
特
に
以
下
の

者
が
問
題
と
な
り
う
る
。

―
公
衆
衛
生
ユ
ニ
ッ
ト
の
責
任
者
で
あ
る
医
師
、
公
衆
衛
生
ユ
ニ
ッ

ト
内
の
精
神
医
療
ケ
ア
の
責
任
者
で
あ
る
医
師
若
し
く
は
地
域
心
理

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
主
任
医
師
（SM

PR
）、
ま
た
は
、
基
幹
保
健
施

設
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
彼
ら
の
代
表
者
、

―
少
年
の
状
況
が
検
討
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
拘
禁
前
に
少

年
の
監
督
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
少
年
司
法
保
護
局
の
開
放
環

境
地
域
教
育
機
関
（service�territorial�éducatif�de�m

ilieu�
ouvert:ST

EM
O

）
の
代
表
者
、

―
拘
禁
前
に
少
年
を
よ
く
知
る
機
関
の
代
表
者
及
び
特
に
少
年
司
法

保
護
局
の
司
法
収
容
施
設
の
代
表
者
、

―
犯
罪
少
年
ま
た
は
刑
務
所
か
ら
出
所
し
て
く
る
少
年
の
受
入
れ
を

認
可
さ
れ
て
い
る
民
間
団
体
の
構
成
員
、

―
若
年
成
人
の
状
況
が
検
討
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
少
年
司
法
保
護

局
と
連
携
し
て
若
年
成
人
の
監
督
を
確
保
す
る
社
会
復
帰
・
保
護
観

察
所
（SPIP

）
の
代
表
者
、�

―
少
年
の
状
況
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
て
の
人
、

―
外
部
の
役
務
提
供
者
の
代
表
者
。

集
会
の
日
程
に
従
い
、
各
機
関
の
責
任
者
は
、
そ
の
介
入
が
望
ま
し

い
者
を
指
名
す
る
。
効
率
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
ら
の
介
入
者
を
増
や
さ
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ｂ
．
権
限

　

学
際
的
チ
ー
ム
の
意
見
交
換
及
び
考
察
は
、
拘
禁
期
間
に
お
け
る

少
年
の
ケ
ア
の
個
別
的
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、PJJ

に
よ
り
主
導
さ
れ
る
少
年
の
出
所
計
画
の
構
成
に
寄
与
す
る
（
特
に

刑
の
修
正
）。　

学
際
的
チ
ー
ム
は
、
基
軸
と
な
る
自
ら
の
活
動
と
し
て
以
下
の
も
の

を
掲
げ
て
い
る
。

―
拘
禁
体
制
、
条
件
、
及
び
、
少
年
の
拘
禁
に
与
え
ら
れ
る
意
義
に

つ
い
て
少
年
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
。
当
該
作
業
は
、
収
監
を
生

じ
さ
せ
る
活
動
ま
た
は
諸
活
動
に
対
す
る
考
察
を
開
始
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

―
刑
務
所
に
お
け
る
日
常
生
活
の
組
織
化
。
個
別
化
さ
れ
た
ス
ケ
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ジ
ュ
ー
ル
が
、
現
実
及
び
必
要
性
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
諸
チ
ー
ム
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
に
頼
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

―
特
に
、
司
法
上
の
外
部
引
致
時
点
、
判
決
時
点
、
有
罪
判
決
後
の

時
期
、
及
び
、
拘
禁
中
の
少
年
が
遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
な
出
来

事
の
間
に
、
少
年
の
個
別
的
困
難
へ
ケ
ア
を
適
用
す
る
こ
と
、

―
特
に
、
国
民
公
教
育
の
教
師
と
連
携
し
、
拘
禁
中
の
職
業
訓
練
の

行
程
を
監
督
す
る
こ
と
、

―
拘
禁
の
入
所
に
先
立
ち
司
法
的
措
置
を
行
い
、
及
び
、
日
常
的
な

少
年
の
監
督
を
引
き
受
け
る
機
関
と
連
携
し
て
拘
禁
状
態
で
の
社
会

適
応
の
過
程
を
監
督
す
る
こ
と
、

―
少
年
の
健
康
を
考
慮
す
る
こ
と
（
看
護
、
健
康
教
育
）、

―
報
告
／
説
明
及
び
司
法
官
の
決
定
へ
の
援
助
。

被
拘
禁
少
年
の
学
際
的
ケ
ア
は
主
に
以
下
の
こ
と
を
目
的
と
す
る

―
拘
禁
に
対
す
る
「
動
揺
」
を
予
防
す
る
、

―
家
族
関
係
を
修
復
し
ま
た
は
維
持
す
る
、

―
拘
禁
中
の
教
育
的
側
面
を
保
障
し
、
個
別
的
監
督
を
強
化
す
る
こ

と
に
よ
る
、
被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
の
質
を
改
善
す
る
、

―
少
年
の
出
所
に
際
し
て
の
、
少
年
の
社
会
復
帰
の
状
況
を
事
前
に

予
測
し
、
促
進
し
、
準
備
す
る
、

（86－１－171）

―
拘
禁
代
替
及
び
刑
の
修
正
措
置
を
提
案
す
る
。

３
・
１
・
２
―
学
際
的
チ
ー
ム
の
活
動

　

チ
ー
ム
は
、
少
な
く
と
も
週
に
一
度
招
集
さ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法

典
第
D.
五
一
四
条
第
三
項
）。

　

行
刑
施
設
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
協
働
推
進
が
優
先
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

会
議
は
、
少
年
区
画
ま
た
は
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
け
る
通
常
活
動

に
対
し
て
、
及
び
、
そ
の
個
別
的
状
況
が
少
な
く
と
も
月
に
一
度
は

検
討
さ
れ
る
べ
き
各
被
拘
禁
少
年
の
成
長
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
学

際
的
チ
ー
ム
は
、
各
少
年
の
た
め
に
、
少
年
の
ケ
ア
及
び
特
に
刑
の

執
行
過
程
に
か
か
わ
り
う
る
要
素
全
体
、
並
び
に
、
出
所
計
画
の
作

成
に
関
し
、
意
見
を
発
す
る
。
こ
れ
ら
の
会
議
で
は
、
特
に
、
少
年

の
時
間
の
使
用
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
少
年
の
教
育
計
画
、
少
年
の

進
路
指
導
及
び
職
業
教
育
計
画
が
話
し
合
わ
れ
る
。

　

特
別
な
警
戒
が
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
少
年
の
発
見
及
び
少
年
の

状
況
の
検
討
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

行
刑
施
設
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
管
理
職
、
ま
た
は
、
そ
の
代

理
人
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
会
議
後
に
と
ら
れ
る
諸
決
定
を
、
個
別

に
受
け
入
れ
て
い
る
被
拘
禁
少
年
に
対
し
改
め
て
説
明
し
実
行
す

る
。
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学
際
的
チ
ー
ム
の
意
見
は
、
決
定
の
任
を
負
う
当
局
を
拘
束
し
な

い
。
チ
ー
ム
は
懲
戒
に
関
し
管
轄
権
限
を
持
た
な
い
。

３
・
２
―
他
の
運
営
権
限
機
関

３
・
２
・
１
―
指
揮
監
督
チ
ー
ム
の
会
議

　

施
設
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
り
各
月
に
召
集
さ
れ
、
主
宰
さ

れ
る
制
度
に
関
す
る
当
該
会
議
は
、
組
織
の
包
括
的
機
能
に
関
す
る

問
題
全
体
の
検
討
の
場
で
あ
る
。
こ
の
会
議
に
参
加
す
る
の
は
、
施

設
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
、
少
年
司
法
保
護
局
の
管
理
職
ま
た
は
そ

の
代
理
人
、EPM

に
お
け
る
教
育
機
関
局
長
若
し
く
は
少
年
区
画

に
お
け
る
教
育
の
現
場
責
任
者
（RLE
）
ま
た
は
こ
れ
ら
の
代
理

人
、
保
健
ユ
ニ
ッ
ト
の
責
任
医
ま
た
は
そ
の
代
理
人
、
保
健
ユ
ニ
ッ

ト
内
に
あ
る
精
神
的
ケ
ア
の
責
任
医
ま
た
は
地
域
心
理
医
療
サ
ー
ビ

ス
（SM

PR

）
の
医
長
で
あ
る
。

３
・
２
・
２
―
少
年
拘
禁
委
員
会

　

当
委
員
会
は
、
少
な
く
と
も
三
カ
月
に
一
度
開
催
さ
れ
る
。
当
委

員
会
は
、
方
針
、
被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
に
関
す
る
地
域
政
策
を
決
定

し
、
及
び
、
制
度
上
の
問
題
に
取
り
組
む
（
態
様
、
有
機
的
連
携
、

刑
の
修
正
、
諸
活
動
、
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
）。
当
委
員
会
は
、
学

際
的
チ
ー
ム
の
管
轄
権
限
に
属
す
る
個
別
的
状
況
を
扱
わ
な
い
。

　

当
委
員
会
は
、
刑
の
修
正
に
関
す
る
六
か
月
に
一
度
の
地
方
会
議

の
準
備
に
寄
与
す
る
。

　

PJJ

地
域
局
局
長
主
導
の
下
招
集
さ
れ
る
当
委
員
会
は
、
共
和
国

検
事
、
少
年
係
判
事
、
刑
罰
適
用
判
事
、
行
刑
施
設
長
、
拘
禁
状
況

に
お
い
て
関
与
す
るPJJ

の
機
関
長
、
社
会
復
帰
と
保
護
観
察
局
長
、

ま
た
は
、
各
者
の
代
理
人
、
地
方
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
（U

PR

）
の
長
、

Q
M

若
し
く
はEPM

の
学
際
的
チ
ー
ム
の
他
の
常
任
委
員
、
弁
護
士

団
体
の
代
表
者
、
必
要
に
応
じ
て
、
民
間
部
門
の
代
表
者
か
ら
な
る
。

必
要
に
応
じ
て
、
治
療
ユ
ニ
ッ
ト
の
統
括
責
任
者
（
保
健
ユ
ニ
ッ
ト
、

SM
PR

）
が
そ
こ
に
招
待
さ
れ
う
る
。
必
要
な
情
報
が
彼
／
彼
女
に

伝
達
さ
れ
う
る
。

　

PJJ

地
域
局
（D

T
PJJ

）
は
、PJJ

地
域
間
相
互
局
（D

IRPJJ

）

に
拘
禁
委
員
会
の
報
告
書
を
送
付
し
、
少
年
司
法
保
護
局
地
域
間
相

互
局
は
、D

PJJ

に
向
け
て
、
年
間
の
報
告
書
を
作
成
す
る
。D

PJJ

は
、D

A
P

及
び
国
民
教
育
省
（EN

）
に
当
該
資
料
を
送
付
す
る
。

３
・
２
・
３�

―
少
年
の
拘
禁
場
所
の
運
営
に
関
す
る
地
域
間
相
互
委

員
会

　

行
刑
機
関
の
地
域
間
相
互
局
（D

ISP

）
及
びD

IRPJJ

は
自
ら
の

地
域
に
お
い
て
拘
禁
状
態
に
あ
る
少
年
の
ケ
ア
の
運
営
を
保
障
す

る
。
こ
の
二
つ
の
局
は
、
六
か
月
に
一
度
、
自
ら
の
地
域
に
ま
た
が

（法政研究�86－１－172）
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る
少
年
の
拘
禁
場
所
（EPM

及
びQ

M

）
に
関
す
る
運
営
委
員
会

を
組
織
す
る
。

　

当
該
機
関
は
、
自
ら
の
区
画
に
あ
るEPM

及
びQ

M

の
学
際
的
機

能
の
質
を
確
認
し
、
当
該
施
設
間
の
割
当
及
び
配
分
に
関
す
る
調
整

を
掌
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

PJJ

及
び
行
刑
機
関
の
地
域
間
相
互
局
の
主
導
の
下
、
当
該
機
関

は
、
施
設
長
、
少
年
司
法
保
護
局
の
地
域
局
長
、
教
育
機
関
長
、
並

び
に
、
地
域
のEPM

及
びQ

M
の
地
域
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
の
責
任
者
を

一
つ
に
統
括
す
る
。
当
該
機
関
は
、
法
院
長
及
び
保
健
地
域
機
構

（A
RS

）
の
代
表
者
も
同
様
に
参
加
さ
せ
る
。

　

地
域
間
相
互
委
員
会
の
報
告
書
は
、
協
働
し
て
作
成
さ
れ
、
行
刑

局
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
本
部
、
並
び
に
、
学
校
教
育
総
務
局
に

送
付
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
、
厚
生
省
治
療
提
供
総
局
に
送
付
さ
れ

る
。

３
・
２
・
４
―
被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
に
関
す
る
国
内
運
営
委
員
会

　

行
刑
局
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
主
導
の
下
、
年
に
一
度
、
国
内

運
営
委
員
会
は
、
行
刑
局
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
地
域
間
相
互
局

長
、
厚
生
省
治
療
提
供
総
局
長
、
学
校
教
育
総
務
局
長
、
並
び
に
、

地
域
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
の
代
表
者
を
招
集
す
る
。

　

当
委
員
会
は
、
前
年
度
の
総
括
を
作
成
し
、
次
年
度
の
作
業
見
込

み
及
び
目
的
を
決
定
す
る
。

３
・
３
―
諸
手
段

３
・
３
・
１
―
作
業
組
織
の
枠
組
み

ａ
―
施
設
計
画

　

施
設
長
の
権
限
の
下
、
行
刑
施
設
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
チ
ー

ム
構
成
員
は
、Q

M

ま
た
はEPM

の
組
織
を
定
め
る
施
設
計
画
を
作

成
す
る
。
看
護
職
員
が
、
保
健
衛
生
上
の
職
員
と
連
携
し
て
い
る
以

上
は
、
当
該
計
画
は
看
護
職
員
に
検
討
を
委
ね
ら
れ
る
。
施
設
計
画

は
、
教
育
機
関
の
教
育
計
画
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　

当
該
施
設
計
画
は
、
意
見
（
聴
取
）
及
び
認
可
の
た
め
に
、

D
IRPJJ

及
びD

ISP

へ
伝
達
さ
れ
、
両
局
は
各
自
の
中
央
本
部
へ
、

当
該
計
画
の
複
写
を
送
付
す
る
。

ｂ
―
機
関
計
画

　

各
自
の
後
見
監
督
の
権
限
の
下
、
行
刑
局
及
び
少
年
司
法
保
護
局

の
管
轄
に
属
す
る
チ
ー
ム
の
構
成
員
は
、
各
自
の
機
関
の
内
部
組
織

形
態
、
並
び
に
、
被
拘
禁
者
に
対
す
る
自
ら
の
介
入
の
意
義
を
規
定

す
る
機
関
計
画
を
作
成
す
る
。

（86－１－173）
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３
・
２
・
２
―
情
報
伝
達

　

可
能
な
限
り
、
情
報
伝
達
は
、
非
物
質
化
さ
れ
た
形
態
で
行
わ
れ

る
。

ａ
―
情
報
及
び
申
送
り
の
日
常
的
伝
達

　

申
送
り
の
伝
達
は
、
集
団
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
個
別
的
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
、
少
年
の
ケ
ア
に
関
す
る
最
新
の
状
況
に
つ
き
、
日
課

に
つ
き
、
並
び
に
、
特
別
の
配
慮
の
対
象
と
な
る
べ
き
状
況
に
つ
き
、

A
P

及
びPJJ

間
で
、
毎
日
、
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ
―
申
送
り
簿

　

申
送
り
簿
は
、
行
刑
機
関
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
日
中
の
チ
ー

ム
及
び
夜
間
の
チ
ー
ム
と
の
間
の
申
送
り
を
形
式
化
す
る
こ
と
を
可

能
と
し
、
集
団
生
活
ま
た
は
一
定
の
被
拘
禁
者
に
関
す
る
出
来
事
の

痕
跡
を
残
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

　

申
送
り
簿
は
、
常
に
、
行
政
当
局
ま
た
は
司
法
当
局
に
よ
り
参
照

可
能
で
あ
る
。

　

申
送
り
簿
は
、
行
刑
機
関
及
び
少
年
司
法
保
護
局
の
諸
機
関
の
責

任
者
に
よ
り
、
認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
３
・
３
―
情
報
処
理
ツ
ー
ル

ａ�

―
施
設
に
お
け
る
被
拘
禁
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
管
理

（GID
E

）
及
び
連
絡
電
子
簿
（CEL

）

　

少
年
の
前
歴
、
能
力
レ
ベ
ル
、
拘
禁
中
の
諸
活
動
、
及
び
、
獲

得
さ
れ
た
認
証
に
関
す
る
情
報
は
、A

T
F

（
活
動
―
作
業
―
教
育
）

と
い
う
独
自
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
のGID

E

と
い
う
司
法
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
上
に
入
力
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
情
報
の
定
期
的
な
入
力
は
、
諸
活
動
の
計
画
立
案
、
日

課
、
個
別
監
督
の
た
め
の
情
報
カ
ー
ド
、
ま
た
は
、
統
計
表
を
作
成

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

　

施
設
長
は
、
特
に
、
各
週
、
刑
の
修
正
の
資
格
の
あ
る
少
年
の
一

覧
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、PJJ

の
専
門
職
員
に
情
報
の
接
触
を

容
易
に
す
る
。

　

施
設
に
お
け
る
被
拘
禁
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
管
理
に
関

し
、
個
別
的
性
質
の
情
報
処
理
を
創
設
す
る
二
〇
一
一
年
七
月
六
日

の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
一-

八
一
七
号
第
五-

Ｖ
条
の
諸
規
定
に
従
い
、

PJJ

の
地
方
分
権
化
さ
れ
た
機
関
の
職
員
で
施
設
長
に
よ
り
個
別
に

任
命
さ
れ
、
特
別
に
権
限
を
付
与
さ
れ
た
職
員
は
、
被
拘
禁
未
成
年

者
の
教
育
上
お
よ
び
社
会
文
化
上
の
管
理
に
関
す
る
情
報
を
含
む
連

絡
電
子
簿
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
も
、
情
報
を

与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
良
好
措
置
が
、
同
様
に
、CEL

モ
ジ
ュ
ー

（法政研究�86－１－174）
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ル
の
中
に
記
録
さ
れ
る
。

ｂ
―GA

M
E

　

ソ
フ
ト
ウ
エ
アGA

M
E

がPJJ

の
活
動
を
報
告
す
る
。
行
刑
当
局

は
、EPM
及
び
若
年
被
拘
禁
者
セ
ン
タ
ー
（CJD

）
の
教
育
機
関

に
、
施
設
の
事
務
区
画
お
い
て
当
該
ツ
ー
ル
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る

こ
と
を
許
可
す
る
。
実
施
さ
れ
る
べ
き
情
報
入
力
に
関
す
るPJJ

の

機
関
長
に
よ
る
保
証
、
完
全
性
、
及
び
、
質
は
、PJJ

の
専
門
職
員

の
責
任
に
属
す
る
。
少
年
区
画
に
お
い
て
介
入
す
る
開
放
環
境
教
育

ユ
ニ
ッ
ト
の
活
動
に
関
し
、
情
報
入
力
は
、
開
放
環
境
ユ
ニ
ッ
ト
で

行
わ
れ
る
。

　

PJJ

の
機
関
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
拘
禁
状
態
に
あ
る
全
て

の
少
年
に
関
す
る
主
要
な
情
報
の
抜
粋
を
、
施
設
長
に
送
付
す
る
。

当
該
送
付
は
、
受
入
れ
段
階
に
実
行
さ
れ
る
。

Ⅳ
―
拘
禁
体
制

４
・
１
―
拘
禁
の
受
入
れ

４
・
１
・
１
―
新
入
者
の
ケ
ア
の
態
様

ａ
―A
P

／PJJ

の
面
談

　

新
入
者
の
面
談
は
、
施
設
長
、
ま
た
は
、
行
刑
機
関
の
長
、
官
吏
、

上
級
若
し
く
は
第
一
級
監
督
官
に
よ
り
、
少
年
の
到
着
日
ま
た
は
、

遅
い
時
刻
で
の
到
着
の
場
合
に
は
翌
朝
に
、
実
現
さ
れ
る
（
行
刑
施

設
の
代
表
的
な
内
部
規
則
第
三
条
）。

　

当
該
面
談
の
間
に
、
施
設
の
内
部
規
則
の
写
し
が
少
年
に
手
渡
さ

れ
る
（
少
年
の
た
め
に
特
化
さ
れ
た
行
刑
施
設
に
関
す
る
内
部
規
則

ま
た
は
そ
の
他
の
施
設
に
関
す
る
少
年
区
画
に
適
用
さ
れ
る
内
部
規

則
の
一
部
分
）。

　

PJJ

の
教
育
機
関
の
代
表
者
は
、
同
様
に
、
最
初
の
接
触
の
た
め

に
、
受
入
れ
に
続
く
二
四
時
間
以
内
で
、
か
つ
、
最
大
で
四
八
時
間

以
内（

１
）に

少
年
と
面
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
初
の
接
触
時
に
、
拘

禁
中
の
教
育
機
関
の
役
割
や
態
様
を
少
年
に
説
明
す
る
。

　

可
能
な
限
り
、
施
設
の
紹
介
は
、A

P

及
びPJJ

の
協
働
の
下
実
現

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
他
の
少
年
に
対
し
て
と
同
様
、
新
入
少
年
は
、
諸
活
動
を
提

示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。（
教
育
、
職
業

訓
練
、
社
会
教
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
）。

ｂ
―
入
所
医
学
検
査

　

成
人
と
同
様
、
少
年
は
最
短
期
間
で
の
医
学
検
査
を
享
受
す
る
。

　

若
者
の
特
性
に
鑑
み
、
被
収
容
少
年
の
公
衆
衛
生
上
の
ケ
ア
に
関

す
る
二
〇
〇
八
年
五
月
一
三
日
の
省
間
通
達
は
、
実
施
さ
れ
る
公
衆

衛
生
の
方
法
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

（86－１－175）
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ｃ
―
国
内
公
教
育
の
判
定

　

拘
禁
時
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
被
拘
禁
少
年
は
、
個
別
の
教

育
判
定
の
可
能
性
を
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
事
訴
訟
法

典
第
D.
五
一
六
）。

　

収
集
さ
れ
た
諸
要
素
に
基
づ
き
、
教
育
機
関
は
学
際
的
チ
ー
ム

に
、
集
団
構
成
に
関
連
付
け
ら
れ
る
諸
拘
束
、
少
年
の
態
度
、
及
び
、

提
案
さ
れ
た
そ
の
他
の
諸
活
動
を
考
慮
し
た
職
業
訓
練
の
個
別
計
画

を
提
示
す
る
。

４
・
１
・
２
―
学
際
的
チ
ー
ム
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
割
当

　

七
日
間
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
当
該
観
察
期
間
の
後
、
被
拘
禁
者

の
人
格
及
び
個
人
の
健
康
状
態
に
関
す
る
情
報
が
、
各
機
関
に
よ
り

所
持
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
書
面
で
綴
じ
ら
れ
る
（
代
表
的
な
内

部
規
則
第
三
条
）。
こ
の
際
、
ケ
ア
の
態
様
の
点
で
少
年
の
割
当
を

決
め
る
た
め
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
学
際
的

チ
ー
ム
の
特
別
な
会
議
が
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
事
訴

訟
法
典
第
D.
五
一
四
条
及
び
第
D.
五
一
四-

一
条
）。

　

当
該
会
議
の
後
、
な
さ
れ
た
決
定
は
、A

P

及
びPJJ

の
管
理
職
ま

た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
り
口
頭
で
被
拘
禁
少
年
に
伝
え
ら
れ
、
協
働

し
て
説
明
さ
れ
る
。

４
・
２
―
多
様
な
ケ
ア
の
態
様
に
従
っ
た
施
設
内
で
の
少
年
の
割
当

　

施
設
内
の
被
拘
禁
少
年
の
割
当
は
、
一
定
の
規
則
要
請
に
対
応
す

る
。

　

刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
二
条
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
原
則

と
は
、
少
年
の
夜
間
独
居
の
原
則
で
あ
る
。

　

例
外
的
に
、
次
の
二
つ
の
場
合
に
、
少
年
は
、
同
じ
年
代
の
別
の

被
拘
禁
者
と
と
も
に
一
つ
の
部
屋
に
収
容
さ
れ
う
る
。
医
学
的
理
由

ま
た
は
人
格
的
理
由
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
二
第
二

項
）。

　

後
者
の
場
合
、
少
年
の
同
意
が
、
少
年
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
書
面

の
中
に
記
述
さ
れ
、
個
別
フ
ァ
イ
ル
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
二
人
部
屋
を
少
年
が
拒
否
す
る
場
合
、
当
該
決
定
は
、

職
員
報
告
書
（CRP

）
の
枠
組
み
中
に
、
監
督
職
員
に
よ
り
記
述

さ
れ
、
被
拘
禁
少
年
の
個
別
フ
ァ
イ
ル
に
も
同
様
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
同
房
と
な
る
少
年
の
事
前
の
同
意

が
、
書
面
に
よ
り
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

少
年
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
部
屋
に
二
人
を
超

え
え
な
い
。

　

EPM
ま
た
は
少
年
区
画
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
成
人
と
な
っ
た
者

は
、
少
年
と
同
部
屋
で
収
容
さ
れ
え
な
い
。

（法政研究�86－１－176）
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被
拘
禁
少
年
に
適
用
さ
れ
う
る
ケ
ア
の
態
様
は
、EPM

及
びQ

M
に
お
け
る
介
入
の
共
通
枠
組
み
を
構
成
す
る
。
当
該
態
様
は
、
違
反

行
為
に
対
応
す
る
資
格
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
懲
戒
手
続
と
は
区

別
さ
れ
、
良
好
措
置
を
構
成
し
な
い
。
当
該
態
様
は
、
拘
禁
体
制
を
、

少
年
の
適
性
及
び
集
団
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
少
年
の
能
力
に
適
合

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
ア
の
態
様
の
変

更
は
、
少
年
に
と
っ
て
、
少
年
の
権
利
の
行
使
に
も
、
指
導
さ
れ
る

諸
活
動
へ
の
少
年
の
参
加
に
も
、
い
か
な
る
影
響
も
与
え
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
ら
の
活
動
の
態
様
と
組
織
の
み
が
調
整
さ
れ
う
る
（
時

間
割
、
集
団
の
規
模
等
）。

　

EPM

ま
た
はQ

M

の
施
設
計
画
は
、
被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
の
三
つ

の
態
様
を
統
合
す
る
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
態
様
、
責
任
の
あ
る

態
様
、
そ
し
て
、
強
化
さ
れ
た
態
様
で
あ
る
。
一
つ
の
ケ
ア
の
態
様

に
あ
て
ら
れ
る
地
理
的
区
画
の
編
成
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
に

対
す
る
前
提
条
件
と
は
な
ら
な
い
。

４
・
２
・
１
―
少
年
に
適
用
さ
れ
う
る
ケ
ア
の
３
つ
の
態
様

ａ
―
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
」
ケ
ア
の
態
様

　

ケ
ア
の
当
該
態
様
は
、
被
拘
禁
少
年
の
大
部
分
に
む
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
自
ら
の
行
為
、
集
団
生
活
上
の
規
律
、

社
会
復
帰
と
自
律
の
計
画
に
関
し
考
え
る
作
業
を
促
す
こ
と
で
あ

る
。

　

PJJ

の
エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
及
び
監
督
官
は
、
指
導
の
な
い
社
会

適
応
活
動
を
少
年
が
享
受
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
集
団
の
時
間

を
組
織
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

ｂ
―
「
責
任
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
ケ
ア
の
態
様

　

ケ
ア
の
当
該
態
様
の
目
的
は
、
少
年
の
自
律
性
を
高
め
、
社
会
及

び
職
業
復
帰
に
向
け
て
出
所
計
画
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門

職
員
は
、
少
年
が
よ
り
集
団
で
過
ご
す
時
間
へ
向
か
う
よ
う
働
き
か

け
、
拘
禁
状
態
で
の
日
常
生
活
に
わ
た
っ
て
、
特
に
、
実
際
の
場
面

に
お
い
て
、
交
流
す
る
よ
う
少
年
た
ち
に
働
き
か
け
る
。
自
ら
の
犯

罪
、
被
害
者
及
び
刑
事
的
状
況
に
関
す
る
熟
考
を
始
め
た
被
拘
禁
少

年
た
ち
に
割
り
当
て
ら
れ
う
る
ケ
ア
に
つ
い
て
の
当
該
態
様
が
問
題

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
少
年
は
自
ら
の
出
所
計
画
の
主
体
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
彼
ら
の
行
動
が
、
個
別
的
ケ
ア
に
お
い
て
も
集
団
的
側
面

に
お
い
て
も
一
定
の
自
律
性
を
有
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し

う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｃ
―
「
強
化
さ
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
ケ
ア
の
態
様

　

ケ
ア
の
当
該
態
様
は
、
二
重
の
目
的
を
追
求
す
る
。

―
集
団
内
に
置
か
れ
る
状
況
で
は
な
お
の
こ
と
、
多
大
な
脆
弱
的
状

（86－１－177）
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況
に
あ
る
少
年
の
た
め
の
、
個
別
化
さ
れ
、
強
化
さ
れ
安
心
感
を
与

え
る
付
添
を
提
供
す
る
（
例
え
ば
：
自
死
の
危
険
を
示
す
少
年
、
性

的
性
質
を
有
す
る
犯
罪
に
つ
き
収
容
さ
れ
て
い
る
少
年
等
）。

―
懲
戒
上
の
違
反
行
為
の
遂
行
と
は
別
に
、
権
限
者
の
尊
重
に
関

し
、
ま
た
は
、
拘
禁
状
態
で
の
生
活
枠
組
み
に
関
し
、
困
難
を
示
す

少
年
の
要
求
に
応
え
る
。

　

強
化
は
、
特
に
、
個
別
面
談
及
び
社
会
―
教
育
活
動
の
領
域
に
お

い
て
、
関
係
す
る
少
年
に
対
し
携
わ
るPJJ

の
機
関
の
追
加
出
席
に

よ
り
、
特
に
導
か
れ
る
。
強
化
は
、
必
要
に
応
じ
て
少
年
の
再
割
り

当
て
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
被
拘
禁
少
年
集
団
内
で
の

少
年
の
生
活
能
力
を
評
価
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
強
化
さ
れ
た
ケ
ア
」
の
態
様
は
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
、
教
育
活
動
、
社
会
―
教
育
活
動
、
ス
ポ
ー

ツ
活
動
、
及
び
、
教
育
機
関
ま
た
は
臨
床
心
理
士
と
の
面
談
が
少
年

に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
対
応
し
う
る
も
の
と
な
る
。
特
別
に

個
別
化
さ
れ
た
介
入
の
た
め
に
、
集
団
時
間
の
割
合
を
削
減
す
る
こ

と
が
特
に
重
要
と
な
る
。

�

（
大
貝
葵
）

４
・
２
・
２
―
ケ
ア
の
態
様
の
変
更
手
続

　

最
初
の
割
り
当
て
は
、
七
日
を
超
え
な
い
期
間
、
全
て
の
「
新
入

者
」
に
共
通
の
段
階
を
経
た
後
に
実
施
さ
れ
る
。

　

ケ
ア
の
態
様
の
変
更
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
意
見
を
聴
取
し
た

後
、
施
設
長
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
各
少
年
に
お
い
て
は
、
少
な
く

と
も
月
に
一
度
、
自
己
の
状
況
が
調
査
さ
れ
る
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
方
、
ケ
ア
の
態
様
の
変
更
が
、
少
年
及
び
学
際
的
チ
ー
ム
の

構
成
員
に
よ
っ
て
常
時
請
求
さ
れ
う
る
。

　

ケ
ア
の
態
様
の
変
更
は
、
一
時
的
な
事
象
の
発
生
に
対
す
る
反
応

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
被
拘
禁
少
年
の
行
動
観
察
、
少
年
の
精
神
的

成
長
、
及
び
、
教
育
的
作
業
の
予
想
を
踏
ま
え
た
上
で
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

緊
急
で
な
さ
れ
た
ケ
ア
の
態
様
変
更
に
関
す
る
全
て
の
決
定
は
、

可
及
的
速
や
か
に
招
集
さ
れ
る
学
際
的
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
必
ず
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

少
年
は
、
全
て
の
新
た
な
決
定
に
つ
い
て
、A

P

及
びPJJ

に
よ
っ
て

口
頭
で
通
知
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
少
年
の
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
で
記

さ
れ
る
。
可
能
で
あ
れ
ば
、
少
年
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
前
に
召
喚
さ

れ
、
学
際
的
チ
ー
ム
か
ら
決
定
に
つ
い
て
口
頭
で
知
ら
さ
れ
る
。

　

最
後
に
、
親
権
保
持
者
は
、
自
ら
の
子
ど
も
の
ケ
ア
の
進
展
状
況

に
つ
い
て
定
期
的
に
通
知
さ
れ
る
。

（法政研究�86－１－178）
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４
・
２
・
３
―
割
当
変
更
の
際
の
教
育
継
続
性

　

割
当
の
変
更
の
場
合
に
教
育
を
継
続
す
る
た
め
、
各
少
年
に
は
、

拘
禁
開
始
時
か
ら
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
選
任
さ
れ
る
。
少
年
の
教

育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
他
の
介
入
者
（A

N

、EN

、
保
健
、
外
部

機
関
）
と
協
働
し
て
、
出
所
計
画
を
準
備
し
、
少
年
が
割
り
当
て
を

変
更
す
る
際
に
そ
の
継
続
性
を
保
証
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

　

複
数
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
ケ
ア
の
態
様
に
特
別
に
割
り
当
て
ら
れ
る
場

合
、
各
少
年
に
は
、
最
初
に
少
年
の
観
察
の
任
に
当
た
っ
た
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
と
新
た
な
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
選
任
さ
れ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ

る
同
一
指
示
が
保
証
さ
れ
る
。
学
際
的
チ
ー
ム
の
会
合
に
お
い
て
少

年
の
状
況
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
可
能
で
あ

れ
ば
、
双
方
の
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
そ
の
会
合
に
出
席
す
る
。

４
・
３
―
被
拘
禁
少
年
の
個
別
的
ケ
ア
の
構
成
要
素

　

出
所
及
び
社
会
統
合
計
画
の
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
に
、
本
来
的

に
問
題
と
な
る
の
は
、
拘
禁
時
間
を
教
育
的
な
全
過
程
の
中
に
組
み

入
れ
る
こ
と
、
及
び
、
個
別
的
な
行
程
、
必
要
に
応
じ
て
教
育
的
な

行
程
の
主
要
な
要
素
に
依
拠
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

国
民
公
教
育
及
び
保
健
機
関
と
の
連
携
の
下
、
行
刑
機
関
及
び
少

年
司
法
保
護
局
は
、
少
年
に
と
っ
て
拘
禁
が
意
味
を
持
つ
よ
う
に
、

少
年
に
与
え
ら
れ
る
手
段
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。PJJ

の
教
育
機

関
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
提
案
を
考
慮
し
つ
つ
、
出
所
計
画
の
作
成

及
び
実
施
の
責
任
を
負
う
。

　

刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
五
条
及
び
第
R.
五
七-

九-

一
六

条
に
従
い
、
行
刑
機
関
、
国
民
公
教
育
省
、
及
び
、
少
年
司
法
保
護

局
は
、
各
自
の
管
轄
の
範
囲
内
で
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
被
拘
禁
者

に
、
職
業
訓
練
、
教
育
の
領
域
に
属
す
る
活
動
、
再
犯
予
防
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
社
会
教
育
的
活
動
、
文
化
的
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
及
び
身

体
的
活
動
を
提
供
す
る
。

　

拘
禁
時
間
及
び
特
に
少
年
の
日
中
の
行
程
を
編
成
す
る
た
め
、
就

業
時
間
の
使
用
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
時
間
の
使
用
が
学
際
的
チ
ー

ム
に
よ
っ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
る
。
時
間
の
使
用
を
カ
ス
タ
マ
イ

ズ
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
少
年
の
修
学
ま
た
は
職
業
訓
練
の
レ
ベ
ル

が
顧
慮
さ
れ
る
。
教
育
及
び
職
業
訓
練
は
、
他
の
活
動
と
競
合
す
る

こ
と
な
く
、
時
間
の
使
用
の
最
も
主
要
な
部
分
を
必
ず
構
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
七
条
）。
時
間
の
使
用

は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
構
成
員
に
よ
っ
て
協
議
の
上
、
計
画
さ
れ
る
。

４
・
３
・
１
―
少
年
の
教
育
及
び
職
業
訓
練
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

被
拘
禁
少
年
の
教
育
及
び
職
業
訓
練
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
行
刑
機

関
、
少
年
司
法
保
護
局
ま
た
は
国
民
公
教
育
に
属
す
る
全
て
の
関
係

（86－１－179）
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職
員
の
配
備
を
要
求
す
る
、
特
別
な
問
題
を
構
成
す
る
。
そ
の
目
的

は
、
教
育
及
び
職
業
訓
練
活
動
を
拘
禁
の
強
制
及
び
各
少
年
の
経
歴

に
適
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
教
育
及
び
職
業
訓
練
を
受
け
る
権
利
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
の

総
則
規
定
（
第
R.
五
七-

六-

一
八
条
、
第
D.
四
三
五
条
、
第
D.
四
三

六
条
、
第
D.
四
三
六-
三
条
、
第
D.
四
三
七
条
、
第
D.
四
三
八
条
及

び
第
D.
四
三
八-

二
条
に
付
帯
す
る
、
行
刑
施
設
の
代
表
的
な
内
務

規
則
第
一
六
条
及
び
第
一
七
条
）、
並
び
に
、
教
育
法
典
（
第
Ｌ
一

二
一-

一
条
、
第
Ｌ
一
二
一-

二
条
、
第
Ｌ
一
二
二-

一-

一
条
、
第
Ｌ

一
二
二-

二
条
、
第
Ｌ
一
二
二-

五
条
及
び
第
Ｌ
一
三
一-

一
条
）
に

よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
。
学
校
は
、
被
拘
禁
少
年
に
対
し

て
、
他
の
生
徒
に
対
す
る
の
と
同
様
の
義
務
、
即
ち
、
一
八
歳
ま
で

修
学
の
有
効
な
態
様
を
提
供
す
る
義
務
を
有
し
て
い
る
。

　

一
六
歳
未
満
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
就
学
義
務
の
他
、
行
刑
法

は
、
全
て
の
被
拘
禁
少
年
の
た
め
、
教
育
的
活
動
に
従
事
す
る
義
務

を
定
め
て
い
る
（
行
刑
法
第
六
〇
条
）。
大
部
分
の
少
年
が
収
容
さ

れ
る
前
に
修
学
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
一
六
歳
以

上
の
少
年
に
学
業
の
再
開
ま
た
は
継
続
を
可
能
に
す
る
の
に
有
益
な

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
取
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
（
教
育
法
典
第
L.
一

二
二-

二
条
）。

　

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
少
年
の
拘
禁
体
制
に
特
有
の
規
則

が
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
六
条
乃
至
第
D.
五
一
八-

二
条
で
規

定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
国
民
公
教
育
に
属
す
る
記
録
を
含
む
）
観
察
記
録
簿
は
、
二
週

間
の
通
学
後
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（référent�scolaire

）

に
よ
っ
て
各
少
年
に
例
外
な
く
開
示
さ
れ
る
。
こ
の
記
録
簿
は
、
職

業
訓
練
の
経
歴
証
明
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
記
録
簿
は
、
少
年
自
身
、

そ
の
家
族
、
学
際
的
チ
ー
ム
及
び
少
年
の
観
察
を
担
当
す
る
司
法
官

に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
、
最
良
の
条
件
に
お
け
る
出
所
準
備
の
態
様
に
つ
い
て
、

関
係
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
ま
た
は
機
関
の
代
表
者
と
検
討
す
る
の

が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
若
者
の
社
会
統
合

に
向
け
た
地
方
の
任
務
が
、
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
収

容
の
時
点
か
ら
、
拘
禁
後
の
再
社
会
化
ま
た
は
教
育
の
実
施
と
い
っ

た
観
点
が
、
国
民
公
教
育
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
・
３
・
２�

―
少
年
の
社
会
教
育
活
動
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
ア

ク
セ
ス

　

行
刑
法
第
六
〇
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
被
拘
禁
少
年
は
、
就
学
義

務
に
服
し
て
い
な
い
場
合
、
自
己
の
人
格
の
発
展
に
寄
与
し
、
自
己

の
社
会
的
、
修
学
的
及
び
職
業
的
再
統
合
に
向
け
た
教
育
的
活
動
に

（法政研究�86－１－180）
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従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

社
会
教
育
活
動
及
び
（
と
り
わ
け
屋
外
で
の
）
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に

割
り
当
て
ら
れ
る
時
間
は
、
少
年
の
時
間
利
用
の
構
成
要
素
を
な
す

（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
八
条
）。
少
年
の
社
会
教
育
活
動
へ
の
参

加
は
、
学
問
及
び
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
し
う
る
。

　

例
外
的
に
、
被
拘
禁
成
人
と
と
も
に
組
織
さ
れ
た
活
動
に
少
年
、

即
ち
、
少
年
ま
た
は
少
女
の
参
加
が
検
討
さ
れ
る
場
合
、
施
設
長
は
、

学
際
的
チ
ー
ム
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

-

九-

一
七
条
に
従
っ
て
、
こ
の
例
外
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
一
八-

一
条
）。
但
し
、
こ
の
例
外
は
、
い
か

な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
少
年
の
場
合

に
は
許
容
さ
れ
え
な
い
（
第
R.
五
七-

九-

一
七
条
第
二
項
）。

　

EPM

に
お
い
て
は
、
被
拘
禁
少
年
は
、
共
同
部
屋
と
個
室
を
含

む
「
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
（unité�de�vie

）」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
居

住
す
る
。
少
年
の
た
め
に
組
織
さ
れ
る
活
動
は
、
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
で

実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
両
性
の
被
拘
禁
者
を
受
け
入
れ
う

る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
〇
条
第
二
項
）。

ａ
―
社
会
教
育
活
動

　

少
年
司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
の
機
関
は
、
社
会
教
育
活
動
の
実

施
を
保
障
す
る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七-

九-

一
六
条
）。

　

指
導
付
社
会
教
育
活
動
の
組
織
及
び
推
進
を
通
じ
て
、PJJ

の
専

門
職
員
は
、
各
少
年
の
も
と
で
日
常
的
に
行
わ
れ
る
社
会
化
作
業
の

て
こ
入
れ
を
目
指
す
。
従
っ
て
、PJJ

の
公
的
部
門
の
機
関
は
、
管

区
の
機
関
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
技
術
及
び
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
刑
環

境
に
適
合
さ
せ
た
形
で
展
開
す
る
。

　

PJJ

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
各
活
動
の
た
め
に
、
教
育
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
選
任
さ
れ
る
。
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
被
拘
禁
少
年
の
適

性
及
び
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
て
い
る
と
思
料
す
る
社
会
教
育
活
動
を
計

画
し
、
そ
し
て
、
可
能
な
限
り
こ
れ
を
推
進
し
、
少
な
く
と
も
年
ご

と
に
こ
れ
を
評
価
す
る
。

　

活
動
の
性
質
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合
、
場
合
に
よ
っ
て
は

SPIP

と
連
携
し
つ
つ
、
教
育
機
関
は
、
外
部
者
の
来
所
（
文
化
及

び
ス
ポ
ー
ツ
の
専
門
家
、
専
門
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
私
立
学
校
、

芸
術
家
、
教
育
さ
れ
た
有
能
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
を
要
請
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、PJJ

は
、
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、
協
定
の
枠
内

で
、
こ
れ
に
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
来
所
者
は
、
拘
禁
に
結
び
つ
く
以
下
の
規
範
的

状
況
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
施
設
の
内
部
規
則
、
製
作
さ

れ
た
成
果
品
及
び
物
品
の
搬
出
入
手
続
、
少
年
の
肖
像
権
。

（86－１－181）
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ｂ
―
余
暇
活
動

　

指
導
を
伴
わ
な
い
一
時
的
な
例
外
的
休
息
活
動
が
、
被
拘
禁
少
年

の
た
め
に
計
画
さ
れ
う
る
（
例
え
ば
、
タ
レ
ン
ト
の
単
発
的
な
来
訪
）。

ｃ
―
ス
ポ
ー
ツ
活
動

　

少
年
の
時
間
利
用
は
、PJJ

の
専
門
職
員
及
び
教
員
と
連
携
し
つ

つ
、
行
刑
機
関
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
包
含
す
る
。

ｄ
―
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
八-

二
条
は
、
全
て
の
少
年
が
図
書
館

へ
の
直
接
ア
ク
セ
ス
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
成
人
に

倣
っ
て
、
少
年
は
、
十
分
な
期
間
、
公
刊
物
、
新
聞
、
音
声
機
器
、

視
聴
覚
設
備
、
及
び
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
少
年
司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
の
機

関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
媒
体
提
供
の
一
部
を

構
成
す
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
中
で
少
年
向
け
の

（
年
齢
に
応
じ
た
あ
ら
ゆ
る
形
式
及
び
種
類
の
）
資
料
を
購
入
し
、

書
籍
及
び
媒
体
を
め
ぐ
る
社
会
教
育
活
動
並
び
に
文
化
活
動
を
実
施

す
る
こ
と
を
含
む
。

　

拘
置
所
に
お
い
て
、
成
人
と
区
別
さ
れ
た
、
被
拘
禁
少
年
の
た
め

の
時
間
枠
が
、
共
通
の
メ
デ
ィ
ア
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
必
ず
準

備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
な
限
り
、
少
年
区
画
の
特
別
な

部
屋
が
図
書
館
に
割
り
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
３
・
３
―
少
年
の
仕
事
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
七-

一
条
に
従
っ
て
、
一
六
歳
以
上
の

被
拘
禁
少
年
の
み
が
、
仕
事
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
恩
恵
を
受
け
う
る
。

仕
事
は
、
教
育
ま
た
は
職
業
訓
練
活
動
を
犠
牲
に
し
て
行
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
た
め
、
例
外
的
性
質
を
帯
び
る
。

�

（
井
上
宜
裕
）

（
１
）　

少
年
が
土
曜
日
の
夕
方
ま
た
は
祝
日
前
夜
の
夕
方
に
少
年
区
画

に
拘
禁
さ
れ
る
場
合
。

�

（
未
完
）

【
付
記
】�

本
資
料
は
、
二
〇
一
八
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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